
大阪市
児童福祉施設等産休等代替職員雇用
支援費 申請等事務マニュアル

こども青少年局幼保施策部幼保企画課認可給付グループ

令和６年６月１日作成



事業目的
⚫ 目的

児童福祉施設の職員が出産又は疾病のため長期間にわたっ
て継続した休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わ
せるための代替職員を臨時的に任用するための経費負担を
軽減することにより、児童等の処遇の適正な実施を図るこ
とを目的とします。
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支給要件
⚫ 施設の職員が出産により休業する場合や疾病若しくは負傷のために

 31日以上の継続する療養を必要として休業する場合で、休業期間中

に賃金の全額の支給を受けていること。

※ ただし、健康保険から出産手当金や傷病手当金が支給されている

場合は対象外です。

⚫ 代替職員は新たに雇用される有期契約職員であること。

⚫ 支給対象期間の初日の前日までに申請すること。

   ※ 令和６年４月１日から６月２５日の間に事業開始する場合、

令和６年６月２５日までに申請があったものを対象とします。
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支給対象期間
⚫ 施設の職員が出産により休業する場合

その職員が産前（出産日を含む）及び産後に休業する期間とし、通算
16週間以内とする。ただし、多胎妊娠の場合は産前休業期間について、
14週以内まで加算することができる。

⚫ 施設の職員が疾病若しくは負傷のために31日以上の継続する療養を必
要として休業する場合

その職員が休業を開始して30日経過した日から起算して60日を経過す
るまでの期間内において、その職員が休業を継続する期間とする。
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算定基準
施設種別 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、

児童心理治療施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム

職 種 保育士（特定地域型保育事業のうち小規模保育事業Ｃ型・家庭的保育事業において保育に従
事する者を除く）、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、介護職員、保健師、児童生活支援員、
児童自立支援専門員、指導員（児童指導員、生活指導員、職業指導員等）、セラピスト（心
理療法士等）、栄養士、調理員、家庭的保育者、家庭的保育補助者

日額単価 1. 保育士（特定地域型保育事業のうち小規模保育事業Ｃ型・家庭的保
育事業において保育に従事する者を除く）、保育教諭、幼稚園教諭、
看護師、介護職員、保健師、児童生活支援員、児童自立支援専門員、
指導員（児童指導員、生活指導員、職業指導員等）、セラピスト
（心理療法士等）、栄養士

１日あたり

９，０３６円

2. 調理員、家庭的保育者、家庭的保育補助者 １日あたり

８，６０７円
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（１）申請手続（様式第１号の提出）※事業開始日（産休・病休開始日）前日まで

①新規レコードを作成

「レコードを追加する」を
クリックしてください。

kinotneアプリ「318２_児童福祉施設等産休等代替職員雇用支援費」より申請手続を行ってください。
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●●●●保育園

「取得」を押下すると施設名称が表示されます。
該当する施設名称を選択すると各項目にデータが反映されますので、内容に誤りがないか確認してください。

（１）申請手続（様式第１号の提出）

②施設情報を入力
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（１）申請手続（様式第１号の提出）

③作成する様式を選択
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「年度」が申請年度、「様式」が【様式第１号】支給認定申請となっていることを確認してください。



（１）申請手続（様式第１号の提出）

④支給認定を受けようとする代替職員の職種及び任用期間を入力
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該当する職種を選んでください



（１）申請手続（様式第１号の提出）

⑤事業計画を入力
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（１）申請手続（様式第１号の提出）

⑥休暇を取得する職員についてを入力
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入力してください

該当する職種を選んでください



（１）申請手続（様式第１号の提出）

⑦代替職員の情報を入力
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添付書類のうち（１）は調理員を除き必須です。
（２）（３）は全職種必須です。
（4）は申請の内容によって理由書が必要に
なった場合等に使用する添付欄です。



（１）申請手続（様式第１号の提出）

⑧【様式第１号】参考 見込み額の算出
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代替職員の出勤予定日数を入力すると、支給見込
み額が試算できます。（あくまでも試算のため、産
休期間の変更や実績等で、支給額は変更する可能
性があります。）



（１）申請手続（様式第１号の提出）

⑨【様式第１号】【４】申請内容の確認
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（１）申請手続（様式第１号の提出）

⑩【様式第１号】【５】保存（認定申請をする）

ここまでで、支給認定申請の手続きが完了です。
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（２）決定通知書の送付

①【様式第２号】決定通知書の確認

通知書は郵送はせず、kintoneへの添付のみとなります。
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本市での手続きが完了後、通知書を
kintoneに添付します。
コメントにてご連絡いたしますので、
通知書の内容を確認してください。

一覧からも確認いただけます。



（３）実績報告手続（様式第８号の提出）※事業終了後概ね１か月以内

①作成する様式を選択
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（３）実績報告手続（様式第８号の提出）

②【様式第８号】【１】産休または病休等を取得する職員の情報を入力
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該当項目を入力の上、

必要書類を添付してく
ださい



（３）実績報告手続（様式第８号の提出）

③【様式第８号】【２】代替職員の情報を入力
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（１）申請手続（様式第１号の提出）

④【様式第８号】【３】申請内容の確認

20



（３）実績報告手続（様式第８号の提出）

⑤【様式第８号】【４】保存（実績報告をする）

最後に必ず保存を押下してください。

ここまでで、実績報告の手続きが完了です。
保存後、ロックがかかります。
報告の内容に不備等があった場合は、コメントにてお知らせします。
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（４）額確定通知書の送付

①【様式第９号】額確定通知書の確認

通知書は郵送はせず、kintoneへの添付のみとなります。
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本市での手続きが完了後、通知書を
kintoneに添付します。
コメントにてご連絡いたしますので、
内容を確認のうえ、請求手続きを
行ってしてください。

一覧からも確認いただけます。



（５）請求書の入力

必要項目を入力してください。

①額確定通知書を確認後、実績報告のレコードに入力してください。

請求金額の確認を
よろしくお願いし
ます。
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（６）その他申請（変更申請等）

① 作成する様式を選択する。

作成したい様式を選択、申請の入力を行ってください。
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（６）その他申請（変更申請等）

②【様式第４号】支給認定申請取下書の場合
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（６）その他申請（変更申請等）

③【様式第５号】支給認定変更届の場合
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認定の内容を変更する場合は、変更届の提出が必要です。
但し、軽微な変更の場合は、変更届の提出は不要です。
（軽微な変更）
①出産予定日の変更に伴う１４日以内の任用期間変更
②任用期間中における産休等職員の退職
③産休期間の短縮
④結婚・離婚等による姓の変更

※認定内容に変更が生じ、変更届の提出が必要か分からない
場合は、コメント欄にてお問い合わせください。



（６）その他申請（変更申請等）

④【様式第６号】支給認定中止・廃止届の場合
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認定事業の中止又は廃止をしようとする場合は、支給認定中止・廃止届の提出が必要です。
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